
○壬生町立小・中学校通学区域に関する規程 

平成９年８月７日 

教委規程第２号 

改正 平成１３年３月２８日教委規程第１号 

平成１８年１２月２７日教委規程第１号 

平成２２年１月１９日教委規程第３号 

平成２５年１月３１日教委規程第１号 

平成２７年３月２７日教委規程第１号 

平成３０年２月１日教委規程第１号 

平成３１年３月１３日教委規程第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第２１条第１項第４号の規定により、壬生町立小・中学校通学区域に関し必要な

事項を定める。 

第２条 壬生町立小・中学校通学区域は別表のとおりとする。 

（通学） 

第３条 保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者）は、

児童、生徒を住所の属する通学区域の小・中学校に通学させなければならない。 

（通学調整区域） 

第３条の２ 壬生小学校通学区域のうち下表町、中表町、東下台、旭町、星の宮、下台団

地、駅東及び県営壬生住宅の通学区域に住所が属する児童の保護者は、通学調整区域と

して、前条の規定にかかわらず、藤井小学校に通学させることができる。 

２ 壬生小学校通学区域のうち、前項を除く通学区域に住所が属する児童の保護者は、藤

井小学校の１学年が２５名を超えない範囲で同小学校に通学させることができる。なお、

この場合、通学は保護者の費用負担と責任において行うものとする。 

３ 前２項の規定により、藤井小学校へ通学させようとするものは、藤井小学校就学届出

書（様式第１号）を壬生町教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなけれ

ばならない。 

４ 虹の杜に、住所が属する児童の保護者は、第３条の規定にかかわらず、壬生北小学校

又は安塚小学校のいずれかに通学させることができる。 

５ 前項の規定により、通学させようとするものは、就学届出書（様式第２号）を教育委

員会に提出しなければならない。 

（学区外就学） 

第４条 壬生町内に居住する保護者が児童・生徒を通学区域外の町内の小・中学校に通学

させようとするときは、学区外就学許可申請書（様式第３号）を教育委員会に提出しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請について学校教育法施行令（昭和２８条政令第３４０号）

第８条の規定に基づきその可否を決定し、学区外就学許可通知書（様式第４号）又は学

区外就学不許可通知書（様式第５号）を保護者に通知するとともに、学区外就学を許可



した際は、学区外就学について（通知）（様式第６号）を当該学校長に通知する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次条第５号及び第６号に該当するときの指定校の変更に

かかる申請及び許可又は不許可の手続き（様式第５号による通知を除く。）については、

壬生町立小学校小規模特認校制度に関する要綱（平成３０年壬生町教委告示第３号）の

定めによる手続きをもって、当該手続きがなされたとみなす。 

（申請を相当と認める事項） 

第５条 学区外就学の申請は、次の各号の一に該当する場合は相当と認める。 

(1) 学期途中の住所異動により通学区域を異にしたとき。 

(2) 身体等の理由により、指定校に通学することが著しく困難と認めたとき。 

(3) 学校教育法第８１条の学級に入級する場合、又は入級者が住所異動により通学区域

を異にしたとき。 

(4) 家屋建築等により学期途中で転校が見込まれる場合は、その期間中とする。 

(5) 壬生町立小学校小規模特認校制度に関する要綱に基づく、小規模特認校への児童の

就学を認めたとき。 

(6) 前号の小規模特認校を卒業する見込みの児童又は卒業した生徒が、当該小規模特認

校の通学区域を含む中学校の通学区域内の中学校への就学を希望している場合におい

て、当該就学を認めたとき。 

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 

（区域外就学） 

第６条 この規程は、町外に住所を有する保護者が児童・生徒を町内の小・中学校に通学

させようとするときは、学校教育法施行令第９条に基づき準用する。 

２ 前条第１号により申請を相当と認める期間は、当該学期終了までとし、小学６年生及

び中学３年生の場合は学年終了までとする。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年教委規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第３条の２の規定は、平成１４年度以後の

入学児童について適用する。 

附 則（平成１８年教委規程第１号） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年教委規程第３号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年教委規程第１号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規程第１号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年教委規程第１号） 



この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年教委規程第１号） 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

学校別通学区域一覧表 

学校名 通学区域 

壬生小学校 下表町 中表町 下横町 今井 上表町 東下台 城東町 舟町 栄町 

仲通町 上通町 三好町 旭町 万町 上新町 下馬木 西高野 城内 

城南 星の宮 車塚 下台団地 駅東 県営壬生住宅 釜ケ渕 福和田 

藤井小学校 馬場 原宿 田向稲荷内 上坪 前宿坪 台坪 

（第３条の２第１項の規定による通学調整区域 下表町 中表町 東下

台 旭町 星の宮 下台団地 駅東 県営壬生住宅） 

（第３条の２第２項の規定による通学調整区域 下横町 今井 上表町 

城東町 舟町 栄町 仲通町 上通町 三好町 万町 上新町 下馬木 

西高野 城内 城南 車塚 釜ヶ渕 福和田） 

壬生東小学校 至宝町北 ひばりケ丘 六美町南部 六美町中央 至宝町 南落合 国

谷中央 国谷南 国谷新田 あけぼの 国谷本田 

睦小学校 六美町北部 緑町一丁目 緑町二丁目 幸町一丁目 幸町二丁目 幸町

三丁目 幸町四丁目 おもちゃのまち いずみ 緑町三丁目 緑町四丁

目 若草 

稲葉小学校 原坪 鹿島 下馬木（稲葉） 下町 上町 本郷 松原 東原 鯉沼 

羽生田小学校 西部 中央 北原 台宿 下坪 

壬生北小学校 北小林 上田 中泉 助谷 助谷原 獨協医大職員寮 （通学調整区域 

虹の杜） 

安塚小学校 安塚一 安塚二 上長田 安塚三 安塚南部 安塚中央 （通学調整区

域 虹の杜） 

壬生中学校 下表町 中表町 下横町 今井 上表町 東下台 城東町 舟町 栄町 

仲通町 上通町 三好町 旭町 万町 上新町 下馬木 西高野 城内 

城南 馬場 原宿 田向稲荷内 上坪 前宿坪 台坪 星の宮 至宝町

北 ひばりケ丘 六美町南部 車塚 六美町中央 下台団地 至宝町南 

駅東 県営壬生住宅 釜ケ渕 原坪 鹿島 下馬木（稲葉） 下町 上

町 本郷 松原 西部 中央 北原 台宿 下坪 東原 鯉沼 福和田 

南犬飼中学校 六美町北部 緑町一丁目 緑町二丁目 幸町一丁目 幸町二丁目 幸町

三丁目 幸町四丁目 おもちゃのまち いずみ 北小林 安塚一 安塚

二 上長田 上田 中泉 助谷 助谷原 落合 国谷中央 国谷南 国

谷新田 獨協医大職員寮 緑町三丁目 緑町四丁目 あけぼの 安塚三 

安塚南部 若草 国谷本田 安塚中央 虹の杜 



 



 



 



 



 



 


